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○
文
部
科
学
省
令
第

号

学
校
教
育
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
）
第
三
条
及
び
第
百
四
十
二
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
大
学
院
設
置
基
準
の

一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
二
年

月

日

文
部
科
学
大
臣

萩
生
田

光
一

大
学
院
設
置
基
準
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

大
学
院
設
置
基
準
（
昭
和
四
十
九
年
文
部
省
令
第
二
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の

傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。
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改

正

後

改

正

前

（
大
学
設
置
基
準
の
準
用
）

（
大
学
設
置
基
準
の
準
用
）

第
十
五
条

大
学
院
の
各
授
業
科
目
の
単
位
、
授
業
日
数
、
授
業
期
間
、
授
業
を
行

第
十
五
条

大
学
院
の
各
授
業
科
目
の
単
位
、
授
業
日
数
、
授
業
期
間
、
授
業
を
行

う
学
生
数
、
授
業
の
方
法
及
び
単
位
の
授
与
、
他
の
大
学
院
に
お
け
る
授
業
科
目

う
学
生
数
、
授
業
の
方
法
及
び
単
位
の
授
与
、
他
の
大
学
院
に
お
け
る
授
業
科
目

の
履
修
等
、
入
学
前
の
既
修
得
単
位
等
の
認
定
、
長
期
に
わ
た
る
教
育
課
程
の
履

の
履
修
等
、
入
学
前
の
既
修
得
単
位
等
の
認
定
、
長
期
に
わ
た
る
教
育
課
程
の
履

修
並
び
に
科
目
等
履
修
生
等
に
つ
い
て
は
、
大
学
設
置
基
準
第
二
十
一
条
か
ら
第

修
並
び
に
科
目
等
履
修
生
等
に
つ
い
て
は
、
大
学
設
置
基
準
第
二
十
一
条
か
ら
第

二
十
五
条
ま
で
、
第
二
十
七
条
、
第
二
十
八
条
第
一
項
（
同
条
第
二
項
に
お
い
て

二
十
五
条
ま
で
、
第
二
十
七
条
、
第
二
十
八
条
第
一
項
（
同
条
第
二
項
に
お
い
て

準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
三
十
条
第
一
項
及
び
第
三
項
、
第
三
十
条
の
二

準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
三
十
条
第
一
項
及
び
第
三
項
、
第
三
十
条
の
二

並
び
に
第
三
十
一
条
（
第
二
項
及
び
第
四
項
を
除
く
。
）
の
規
定
を
準
用
す
る
。

並
び
に
第
三
十
一
条
（
第
二
項
及
び
第
四
項
を
除
く
。
）
の
規
定
を
準
用
す
る
。

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
令
第
二
十
八
条
第
一
項
中
「
六
十
単
位
」
と
あ
る
の
は

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
二
十
八
条
第
一
項
中
「
六
十
単
位
」
と
あ
る
の
は
「
十

「
十
五
単
位
」
と
、
同
条
第
二
項
中
「
及
び
外
国
の
」
と
あ
る
の
は
「
、
外
国

単
位
」
と
、
同
条
第
二
項
中
「
及
び
外
国
の
」
と
あ
る
の
は
「
、
外
国
の
」
と
、

の
」
と
、
「
当
該
教
育
課
程
に
お
け
る
授
業
科
目
を
我
が
国
に
お
い
て
」
と
あ
る

「
当
該
教
育
課
程
に
お
け
る
授
業
科
目
を
我
が
国
に
お
い
て
」
と
あ
る
の
は
「
当

の
は
「
当
該
教
育
課
程
に
お
け
る
授
業
科
目
を
我
が
国
に
お
い
て
履
修
す
る
場
合

該
教
育
課
程
に
お
け
る
授
業
科
目
を
我
が
国
に
お
い
て
履
修
す
る
場
合
及
び
国
際

及
び
国
際
連
合
大
学
本
部
に
関
す
る
国
際
連
合
と
日
本
国
と
の
間
の
協
定
の
実
施

連
合
大
学
本
部
に
関
す
る
国
際
連
合
と
日
本
国
と
の
間
の
協
定
の
実
施
に
伴
う
特

に
伴
う
特
別
措
置
法
（
昭
和
五
十
一
年
法
律
第
七
十
二
号
）
第
一
条
第
二
項
に
規

別
措
置
法
（
昭
和
五
十
一
年
法
律
第
七
十
二
号
）
第
一
条
第
二
項
に
規
定
す
る
千

定
す
る
千
九
百
七
十
二
年
十
二
月
十
一
日
の
国
際
連
合
総
会
決
議
に
基
づ
き
設
立

九
百
七
十
二
年
十
二
月
十
一
日
の
国
際
連
合
総
会
決
議
に
基
づ
き
設
立
さ
れ
た
国

さ
れ
た
国
際
連
合
大
学
（
第
三
十
五
条
第
一
項
に
お
い
て
「
国
際
連
合
大
学
」
と

際
連
合
大
学
（
第
三
十
五
条
第
一
項
に
お
い
て
「
国
際
連
合
大
学
」
と
い
う
。
の

い
う
。
）
の
教
育
課
程
に
お
け
る
授
業
科
目
を
」
と
、
同
令
第
三
十
条
第
一
項
中

教
育
課
程
に
お
け
る
授
業
科
目
を
」
と
、
第
三
十
条
第
一
項
中
「
第
三
十
一
条
第

「
第
三
十
一
条
第
一
項
及
び
第
二
項
」
と
あ
る
の
は
「
大
学
院
設
置
基
準
第
十
五

一
項
及
び
第
二
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
三
十
一
条
第
一
項
」
と
、
同
条
第
三
項
中

条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
三
十
一
条
第
一
項
」
と
、
同
条
第
三
項
中
「
前
二
項
」

「
前
二
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
一
項
」
と
、
「
第
二
十
八
条
第
一
項
（
同
条
第
二

と
あ
る
の
は
「
大
学
院
設
置
基
準
第
十
五
条
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
第

項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
及
び
前
条
第
一
項
に
よ
り
当
該
大
学
に

三
十
条
第
一
項
」
と
、
「
第
二
十
八
条
第
一
項
（
同
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す

お
い
て
修
得
し
た
も
の
と
み
な
す
単
位
数
と
合
わ
せ
て
六
十
単
位
」
と
あ
る
の
は

る
場
合
を
含
む
。
）
及
び
前
条
第
一
項
に
よ
り
当
該
大
学
に
お
い
て
修
得
し
た
も

「
十
単
位
」
と
、
第
三
十
条
の
二
中
「
修
業
年
限
」
と
あ
る
の
は
「
標
準
修
業
年

の
と
み
な
す
単
位
数
と
合
わ
せ
て
六
十
単
位
」
と
あ
る
の
は
「
十
五
単
位
を
超
え

限
」
と
、
「
卒
業
」
と
あ
る
の
は
「
課
程
を
修
了
」
と
、
第
三
十
一
条
第
三
項
中

な
い
も
の
と
し
、
ま
た
、
同
令
第
十
五
条
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
第
二

「
科
目
等
履
修
生
及
び
特
別
の
課
程
履
修
生
」
と
あ
る
の
は
「
科
目
等
履
修
生
」

十
八
条
第
一
項
（
同
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
よ
り
当

と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

該
大
学
院
に
お
い
て
修
得
し
た
も
の
と
み
な
す
単
位
数
と
合
わ
せ
て
二
十
単
位
」

と
、
同
令
第
三
十
条
の
二
中
「
修
業
年
限
」
と
あ
る
の
は
「
標
準
修
業
年
限
」

と
、
「
卒
業
」
と
あ
る
の
は
「
課
程
を
修
了
」
と
、
同
令
第
三
十
一
条
第
三
項
中

「
科
目
等
履
修
生
及
び
特
別
の
課
程
履
修
生
」
と
あ
る
の
は
「
科
目
等
履
修
生
」
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と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
大
学
院
に
お
け
る
在
学
期
間
の
短
縮
）

第
十
八
条

大
学
院
は
、
第
十
五
条
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
大
学
設
置
基

第
十
八
条

削
除

準
第
三
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
大
学
院
に
入
学
す
る
前
に
修
得
し
た
単

位
（
学
校
教
育
法
第
百
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
入
学
資
格
を
有
し
た
後
、
修

得
し
た
も
の
に
限
る
。
）
を
当
該
大
学
院
に
お
い
て
修
得
し
た
も
の
と
み
な
す
場

合
で
あ
っ
て
、
当
該
単
位
の
修
得
に
よ
り
当
該
大
学
院
の
修
士
課
程
又
は
博
士
課

程
（
前
期
及
び
後
期
の
課
程
に
区
分
す
る
博
士
課
程
に
お
け
る
後
期
の
課
程
を
除

く
。
）
の
教
育
課
程
の
一
部
を
履
修
し
た
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
単
位
数
、
そ

の
修
得
に
要
し
た
期
間
そ
の
他
を
勘
案
し
て
一
年
を
超
え
な
い
範
囲
で
当
該
大
学

院
が
定
め
る
期
間
在
学
し
た
も
の
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
こ
の
場

合
に
お
い
て
も
、
修
士
課
程
に
つ
い
て
は
、
当
該
課
程
に
少
な
く
と
も
一
年
以
上

在
学
す
る
も
の
と
す
る
。

２

前
項
の
規
定
は
、
修
士
課
程
を
修
了
し
た
者
の
前
条
第
一
項
（
同
条
第
二
項
の

規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
場
合
を
含
む
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同

じ
。
）
に
規
定
す
る
博
士
課
程
に
お
け
る
在
学
期
間
（
同
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
博
士
課
程
に
お
け
る
在
学
期
間
に
含
む
修
士
課
程
に
お
け
る
在
学
期
間
を
除

く
。
）
に
つ
い
て
は
、
適
用
し
な
い
。
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第
三
十
三
条
第
三
項
及
び
第
三
十
九
条
第
三
項
中
「
同
省
令
」
を
「
同
令
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。


